
国民健康保険特別会計
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歳入予算の概要 

【国民健康保険特別会計】 

款１ 国民健康保険税 項１ 国民健康保険税 目１ 国民健康保険税 節１ 医療給付費分現年課

税分 

細節 医療給付費分現年課

税分 

令和 8年度当初予算額 ２，１６７，９７３千円 令和 7年度当初予算額 １，８４０，０７８千円 令和 6年度決算額 １，８６７，３８９千円 

概要 

被保険者   26,088人 

世帯数    18,596世帯 

調定見込額 2,263,462千円×収納見込率 94.50％＝2,138,971千円（現年課税分） 

   30,690千円×収納見込率 94.50％＝  29,002千円（過年度随時課税分） 

※ 国民健康保険税は、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分に分かれ、下表のとおり、所得割、均

等割、が課税されます。 
 

 所得割 均等割 限度額 

医療給付費分 7.97％ 48,420円 66万円 

後期高齢者支援金分 2.85％ 17,202円 26万円 

介護納付金分 2.47％ 17,520円 17万円 

子ども・子育て支援金分 0.26％ 1,592円 法定限度額 

担当課 国保医療課 

 

款１ 国民健康保険税 項１ 国民健康保険税 目１ 国民健康保険税 節２ 後期高齢者支援金分

現年課税分 

細節 後期高齢者支援金分

現年課税分 

令和 8年度当初予算額 ７８３，１７９千円 令和 7年度当初予算額 ７４０，０５１千円 令和 6年度決算額 ７８７，８５６千円 

概要 

被保険者数 26,088人 

調定見込額 819,270千円×収納見込率 94.50％＝774,210千円（現年課税分） 

           9,491千円×収納見込率 94.50％＝  8,968千円（過年度随時課税分） 

担当課 国保医療課 
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款１ 国民健康保険税 項１ 国民健康保険税 目１ 国民健康保険税 節３ 介護納付金分現年課

税分 

細節 介護納付金分現年課

税分 

令和 8年度当初予算額 ２６６，５３９千円 令和 7年度当初予算額 ２３９，５７８千円 令和 6年度決算額 ２４６，６１５千円 

概要 

被保険者数  8,542人 

調定見込額 278,417千円×収納見込率 94.50％＝263,104千円（現年課税分） 

         3,635千円×収納見込率 94.50％＝ 3,435千円（過年度随時課税分） 

※40歳以上 64歳以下の被保険者が対象です。 

担当課 国保医療課 

 

款１ 国民健康保険税 項１ 国民健康保険税 目１ 国民健康保険税 節４ 医療給付費分滞納繰

越分 

細節 医療給付費分滞納繰

越分 

令和 8年度当初予算額 ７８，７２５千円 令和 7年度当初予算額 ８０，２２８千円 令和 6年度決算額 ７８，７８０千円 

概要 調定見込額 235,846千円×収納見込率 33.38％＝78,725千円 担当課 収税課 

 

款１ 国民健康保険税 項１ 国民健康保険税 目１ 国民健康保険税 節５ 後期高齢者支援金分

滞納繰越分 

細節 後期高齢者支援金分

滞納繰越分 

令和 8年度当初予算額 ２４，６７２千円 令和 7年度当初予算額 ２３，９０９千円 令和 6年度決算額 ２６，１７０千円 

概要 調定見込額 98,139千円×収納見込率 25.14％＝24,672千円 担当課 収税課 

 

款１ 国民健康保険税 項１ 国民健康保険税 目１ 国民健康保険税 節６ 介護納付金分滞納繰

越分 

細節 介護納付金分滞納繰

越分 

令和 8年度当初予算額 １１，３２３千円 令和 7年度当初予算額 １１，３０３千円 令和 6年度決算額 １２，２１９千円 

概要 調定見込額 46,143千円×収納見込率 24.54％＝11,323千円 担当課 収税課 
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款１ 国民健康保険税 項１ 国民健康保険税 目１ 国民健康保険税 節７ 子ども・子育て支援

金分現年課税分 

細節 子ども・子育て支援金

分現年課税分 

令和 8年度当初予算額 ７８，３２９千円 令和 7年度当初予算額 ０千円 令和 6年度決算額 ０千円 

概要 
被保険者数 26,088人 

調定見込額 82,888千円×収納見込率 94.50％＝78,329千円（現年課税分） 
担当課 国保医療課 

 

款４ 県支出金 項１ 県補助金 目１ 保険給付費等交付金 節１ 普通交付金 細節 普通交付金 

令和 8年度当初予算額 １０，１１８，８７８千円 令和7年度当初予算額 ９，７９８，５６２千円 令和 6年度決算額 ９，７９９，３０９千円 

概要 

平成 30 年度からの国保広域化に伴い、保険給付の実施、その他国民健康保険事業の円滑かつ確実な実施のため、

保険給付費に要する費用の全額（出産・葬祭諸費等を除く）が県から交付されるものです。 

交付額 10,118,878千円 

・療養給付費分           8,606,100千円 

・療養費分               91,140千円 

・高額療養費分           1,401,144千円 

・高額介護合算療養費分         2,250千円 

・移送費分                100千円 

・審査支払手数料分           18,144千円 
 

担当課 国保医療課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

219 

 

款４ 県支出金 項１ 県補助金 目１ 保険給付費等交付金 節２ 特別交付金 細節 特別交付金 

令和 8年度当初予算額 １８３，８１１千円 令和 7年度当初予算額 ３２１，０９０千円 令和 6年度決算額 １８７，１５９千円 

概要 

平成 30年度からの国保広域化に伴い、県内市町村の財政状況その他の事情に応じた財政調整のため、県から交付され

るものです。 

交付額 183,811千円＝①+②+③ 

① 医療費適正化に係る市町村の努力に応じたインセンティブ等として、交付されるものです。 

交付額①＝154,082千円 

② 特定健康診査の実施見込人数に応じた金額の 2/3相当額が県負担金として交付されるものです。 

5,004円×8,600人×2/3＝28,689千円  

交付額②＝28,689千円 

③特定保健指導の実施見込人数に応じた金額の 2/3相当額が県負担金として交付されるものです。 

ア動機付け支援 4,740円×175人×2/3〔初回面接のみ〕＋1,170円×175人×2/3〔実績評価のみ〕＝689,500円 

イ積極的支援  7,020円×30人×2/3〔初回面接のみ〕＋ 10,530円×30人×2/3〔実績評価のみ〕＝351,000円 

交付額③（ア＋イ）＝1,040千円 

担当課 

① 国保医療課 

② 健康管理課 

③ 地域保健課 

 

款６ 繰入金 項１ 他会計繰入金 目１ 一般会計繰入金 節１ 保険基盤安定繰入金 細節 保険基盤安定繰入金

（保険税軽減分） 

令和 8年度当初予算額 ４６９，５８１千円 令和 7年度当初予算額 ３９２，３７６千円 令和 6年度決算額 ６９０，０７１千円 

概要 
市町村国保の被保険者の保険料の軽減相当額を市町村が一般会計から国民健康保険特別会計に繰り入れることで、国民健康保

険被保険者の保険料負担の緩和及び市町村国保の財政基盤の安定化を図る制度軽減した額に対し交付される制度です。 
担当課 国保医療課 

 

款６ 繰入金 項１ 他会計繰入金 目１ 一般会計繰入金 節１ 保険基盤安定繰入金 細節 保険基盤安定繰入金

（保険者支援分） 

令和 8年度当初予算額 ２２２，７０３千円 令和 7年度当初予算額 ２０５，７９６千円 令和 6年度決算額 ０千円 

概要 

市町村国保の保険料軽減の対象となった被保険者数に応じて、平均保険料の一定割合を市町村が一般会計から国民健康保険特

別会計に繰り入れることで、主に中間所得層の保険料負担の軽減を図るとともに、低所得者を多く抱える市町村を支援する制

度です。 

担当課 国保医療課 
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款６ 繰入金 項１ 他会計繰入金 目１ 一般会計繰入金 節２ 事務費繰入金 細節 事務費繰入金 

令和 8年度当初予算額 ５２，５１６千円 令和 7年度当初予算額 ６３，８４７千円 令和 6年度決算額 ５０，８５４千円 

概要 国民健康保険の事務の執行に要する経費を一般会計から繰入れるものです。 担当課 国保医療課 

 

款６ 繰入金 項１ 他会計繰入金 目１ 一般会計繰入金 節３ 出産育児一時金繰入

金 

細節 出産育児一時金繰入金 

令和 8年度当初予算額 ２７，３３３千円 令和 7年度当初予算額 ２２，６６６千円 令和 6年度決算額 ２５，４９４千円 

概要 出産育児一時金の 2/3 相当額を一般会計から繰入れるものです。 担当課 国保医療課 

 

款６ 繰入金 項１ 他会計繰入金 目１ 一般会計繰入金 節４ 財政安定化支援事業

繰入金 

細節 財政安定化支援事業繰

入金 

令和 8年度当初予算額 ４５，０４１千円 令和 7年度当初予算額 ４０，６４４千円 令和 6年度決算額 ４８，２０７千円 

概要 
低所得者や高齢者の割合が高い国民健康保険の財政健全化及び保険税負担の平準化のため、地方財政措置（地方交付税）をさ

れているもので、一般会計から繰入れるものです。 
担当課 国保医療課 

 

款６ 繰入金 項１ 他会計繰入金 目１ 一般会計繰入金 節５ 未就学児均等割保険

税繰入金 

細節 未就学児均等割保険税

繰入金 

令和 8年度当初予算額 ９，８５８千円 令和 7年度当初予算額 ８，０６５千円 令和 6年度決算額 ０千円 

概要 
子育て世代への経済的負担の軽減の観点から、多子世帯や低所得世帯による制限を掛けず、広く未就学児がいる世帯に対して、

一律に未就学児の均等割額の 2 分の 1 の減額に対し、一般会計から繰入れるものです。 
担当課 国保医療課 
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款６ 繰入金 項１ 他会計繰入金 目１ 一般会計繰入金 節６ 産前産後保険税繰入

金 

細節 産前産後保険税繰入金 

令和 8年度当初予算額 ２，３７７千円 令和 7年度当初予算額 １，３１２千円 令和 6年度決算額 ０千円 

概要 
世帯に出産する予定の被保険者又は出産した被保険者がある場合においては、当該世帯の世帯主に対して賦課する国民健康保

険料の所得割額及び被保険者均等割額の減額に対し、一般会計から繰入れるものです。 
担当課 国保医療課 

 

款６ 繰入金 項１ 他会計繰入金 目１ 一般会計繰入金 節７ その他一般会計繰入

金 

細節 その他一般会計繰入金 

令和 8年度当初予算額 ０千円 令和 7年度当初予算額 ２００，６８８千円 令和 6年度決算額 ２４６，９０４千円 

概要 国民健康保険特別会計の収支不足分を一般会計から補填するものです。 担当課 国保医療課 
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事業概要

調書

（　）内は前年度分 伸　率 ﾍﾟｰｼﾞ

１総務費 69,566 -31.2%

101,181)(           

２保険給付費 10,173,177 3.3% 療養給付費保険者負担金 8,606,100 国保医療課 223

9,846,166)(         療養費保険者負担金 91,140 国保医療課 224

高額療養費負担金 1,401,144 国保医療課 225

出産育児一時金 41,000 国保医療課 227

葬祭費補助金 12,000 国保医療課 228

３国民健康保険 4,155,895 6.8% 医療給付費分 2,738,893 国保医療課 229

　事業費納付金 3,890,441)(         後期高齢者支援金等分 983,534 国保医療課 230

介護納付金分 346,705 国保医療課 231

子ども・子育て支援金分 86,763 国保医療課 232

４共同事業拠出 1 0.0%

　金 1)(                 

５保健事業費 163,845 -5.4% 健康保持増進事業 5,492 国保医療課 233

173,237)(           人間ドック等助成事業 47,605 健康管理課 234

特定健康診査事業 103,625 健康管理課 235

特定保健指導事業 1,901 地域保健課 236

６基金積立金 1 0.0%

1)(                 

７公債費 1 0.0%

1)(                 

８諸支出金 24,517 17.5%

20,871)(            

９予備費 1,000 0.0%

1,000)(             

令和８年度　掲載事業一覧（国民健康保険特別会計）

担当課
対前年度比 主　な　事　業　内　容

◎印は新規事業

（単位：千円）

款
総　予　算　額

事業費
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

 

款 ２ 項 １ 目 １ 療養給付費 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 療養給付費保険者負担金 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

８，６０６，１００千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

８，４０１，９８０千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

 04 県支出金 普通交付金 8,606,100 

令和 6年度決算 
事業費総額 

８，２７３，３２９千円 

根 拠 法 令 等 国民健康保険法 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

この事業は、被保険者の疾病や負傷に関して行うもので、療養を目的とした

診察、投薬、病院への入院などの一連の医療サービスを給付するものです。 

診療報酬等に応じて、保険者が保険医療機関等に支払う費用であり、医療費

（10割）から被保険者が窓口で支払った一部負担金を除いた 7割（8割もあり）

を支払うものです。 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が国民健康保険の保険者であり、同様に事業を実施していま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

計 8,606,100 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

18 

 

 

 

 

 

01 負担金 8,606,100 

計 8,606,100 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

 

款 ２ 項 １ 目 ３ 療養費 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 療養費保険者負担金 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

９１，１４０千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

９２，９５０千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

 04 県支出金 普通交付金 91,140 

令和 6年度決算 
事業費総額 

９５，１２６千円 

根 拠 法 令 等 国民健康保険法 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

この事業は、被保険者の疾病や負傷に関して行うものですが、保険医療機関

等以外の柔道整復師等の施術やコルセット等の治療用装具で療養費の取扱い

が行われている場合等に療養費を給付するものです。 

原則、被保険者の申請に基づき、保険者が被保険者に対して支払う費用であ

り、医療費（10割）から被保険者の一部負担金相当額を除いた 7割（8割もあ

り）を支払うものです。 

 

  

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が国民健康保険の保険者であり、同様に事業を実施していま

す。 

 

 

 

  

 

計 91,140 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

18 

 

 

 

 

 

01 負担金 91,140 

計 91,140 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

款 ２ 項 ２ 目 １ 高額療養費 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 高額療養費負担金 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

１，４０１，１４４千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

１，２８２，４４６千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

 04 県支出金 普通交付金 1,401,144 

令和 6年度決算 
事業費総額 

１，３５０，３８３千円 

根 拠 法 令 等 国民健康保険法 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

被保険者が 1か月に医療機関等に支払った自己負担額が下表の自己負担限度

額を超えた場合、超えた金額を給付する費用です。 

○ 自己負担額一覧 

・70歳未満の被保険者 

所得区分（基礎控除後の総所得金額等） 自己負担限度額（3 回目まで） 

ア：901 万円超の世帯 252,600 円＋（医療費の総額－842,000 円）×1％ 

イ：600 万円超 901 万円以下の世帯 167,400 円＋（医療費の総額－558,000 円）×1％ 

ウ：210 万円超 600 万円以下の世帯 80,100 円＋（医療費の総額－267,000 円）×1％ 

エ：210 万円以下の世帯 57,600 円 

オ：住民税非課税の世帯 35,400 円 

 

 

 

 

 

 

計 1,401,144 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

18 

 

 

 

 

 

01 負担金 1,401,144 

計 1,401,144 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 
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・70歳以上の被保険者 

所得区分 自己負担限度額（３回目まで） 

課税所得 690 万円以上の者 252,600 円＋（医療費の総額－842,000 円）×1％ 

課税所得 380 万円以上 690 万円未満
の者 

167,400 円＋（医療費の総額－558,000 円）×1％ 

課税所得 145 万円以上 380 万円未満
の者 

80,100 円＋（医療費の総額－267,000 円）×1％ 

一般：課税所得 145 万円未満の者 
外来[個人]18,000 円(年間上限額 144,000 円)・外
来+入院[世帯]57,600 円 

Ⅱ：住民税非課税の者 外来[個人]8,000 円・外来+入院[世帯]24,600 円 

Ⅰ：住民税非課税で主に年金収入が
80 万円以下の者 

外来[個人]8,000 円・外来+入院[世帯]15,000 円 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が国民健康保険の保険者であり、同様に事業を実施していま

す。 
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

 

 

款 ２ 項 ５ 目 １ 出産育児一時金 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 出産育児一時金 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

４１，０００千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

３４，０００千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

 06 繰入金 出産育児一時金繰入金 27,333 

令和 6年度決算 
事業費総額 

３８，２４２千円 

根 拠 法 令 等 入間市国民健康保険条例 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

被保険者の出産及び育児の費用負担の軽減を目的に、一時金を支給するため

の費用です。 

給付額は 50 万円（産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産し

た場合は 48万 8千円）です。 

※ 産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子さま

とご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、同

じような事例の再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の

防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的に創設された

制度です。制度の運営は、公益財団法人日本医療機能評価機構が行ってい

ます。 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が国民健康保険の保険者であり、同様に事業を実施していま

す。 

 

計 27,333 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

18 

 

 

 

 

 

02 補助及び交付金 41,000 

計 41,000 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

 

款 ２ 項 ６ 目 １ 葬祭費 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 葬祭費補助金 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

１２，０００千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

１２，０００千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

     

令和 6年度決算 
事業費総額 

９，４００千円 

根 拠 法 令 等 入間市国民健康保険条例 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

被保険者が亡くなったとき、その者の葬儀を行う者に対して支給する費用で

す。 

支給額は 5万円です。 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が国民健康保険の保険者であり、同様に事業を実施していま 

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計  

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

18 

 

 

 

 

 

02 補助及び交付金 12,000 

計 12,000 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

 

款 ３ 項 １ 目 １ 医療給付費分 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 医療給付費分 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

２，７３８，８９３千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

２，６３０，７３５千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

２，６５１，２３９千円 01 

 

03 

04 

国民健康保

険税 

国庫支出金 

県支出金 

医療給付費分現年課税分 

 

災害臨時特例補助金 

特別交付金 

2,167,973 

 

100 

144,653 

令和 6年度決算 
事業費総額 

２，６５１，４９１千円 

根 拠 法 令 等 国民健康保険法 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

平成 30 年度からの国民健康保険の県広域化により、財政責任の主体を県が

担うことになりました。これに伴い、市の保険給付に要する費用は、全額県よ

り交付されることになったことから、市が負担すべき費用のうち、被保険者の

医療給付に係る費用を県に納付するものです。 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が、各都道府県に納付金を納付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 2,312,726 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

18 01 負担金 2,738,893 

計 2,738,893 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

 

款 ３ 項 ２ 目 １ 後期高齢者支援金等分 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 後期高齢者支援金等分 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

９８３，５３４千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

  ９４１，０７３千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

９６４，２５４千円 01 

 

 

国民健康保

険税 

 

後期高齢者支援金分現年

課税分 

 

783,179 

令和 6年度決算 
事業費総額 

１，０１４，５７１千円 

根 拠 法 令 等 国民健康保険法 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

平成 30 年度からの国民健康保険の県広域化により、財政責任の主体を県が

担うことになりました。これに伴い、これまで市が行っていた後期高齢者医療

制度への支援金に係る事務は、県が行うことになったことから、市が負担すべ

き費用のうち、被保険者の後期高齢者医療制度の支援に係る費用を県に納付す

るものです。 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が、各都道府県に納付金を納付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 783,179 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

18 01 負担金 983,534 

計 983,534 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

 

款 ３ 項 ３ 目 １ 介護納付金分 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 介護納付金分 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

３４６，７０５千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

３１８，６３３千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

３０９，４１８千円 01 

 

 

国民健康保

険税 

 

介護納付金分現年課税分 

 

 

266,539 

令和 6年度決算 
事業費総額 

３３１，９０８千円 

根 拠 法 令 等 国民健康保険法 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

平成 30 年度からの国民健康保険の県広域化により、財政責任の主体を県が

担うことになりました。これに伴い、これまで市が行っていた介護保険制度へ

の納付金に係る事務は、県が行うことになったことから、市が負担すべき費用

を県に納付するものです。 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が、各都道府県に納付金を納付します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

計 266,539 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

18 01 負担金 346,705 

計 346,705 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

 

款 ３ 項 ４ 目 １ 子ども・子育て支援金分 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 子ども・子育て支援金分 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

８６，７６３千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

０千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

 01 

 

 

国民健康保

険税 

 

子ども・子育て支援金分

現年課税分 

 

 

78,329 

令和 6年度決算 
事業費総額 

０千円 

根 拠 法 令 等 国民健康保険法 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

平成 30 年度からの国民健康保険の県広域化により、財政責任の主体を県が

担うことになりました。これに伴い、市は加入者から保険税を徴収し、それを

事業費納付金として都道府県に納めています。 

令和８年度から児童手当の拡充や妊婦支援などの少子化対策の財源のため

の子ども・子育て支援金制度が創設され、それに伴い、事業費納付金の「子ど

も・子育て支援金分」が追加されます。 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が、各都道府県に納付金を納付します。 

 

 

 

 

 

 

 

計 78,329 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

18 01 負担金 86,763 

計 86,763 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 
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事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 国保医療課 

 

款 ５ 項 １ 目 ２ 疾病予防費 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 健康保持増進事業 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

５，４９２千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

６，１９６千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

 04 

06 

県支出金 

繰入金 

特別交付金 

事務費繰入金 

4,918 

574 
令和 6年度決算 
事業費総額 

４，０２８千円 

根 拠 法 令 等 入間市国民健康保険条例 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

被保険者の健康の保持増進及び生活習慣病予防のために実施する事業の費

用です。 

・糖尿病性腎症重症化予防事業 

医療費の適正化、被保険者の日常生活の負担軽減及び生活の質（ＱＯＬ）

の低下を防ぐことを目的に、糖尿病性腎症の重症化による人工透析への移行

を抑制するための保健指導と受診勧奨を実施する事業です。 

平成 28年度から埼玉県の共同事業に参加しています。 

・健康レベルアップキャンペーンの実施（簡易健康度測定、健康相談） 

・生活習慣病予防等に関する周知、啓発 

・埼玉県が実施するコバトンＡＬＫＯＯマイレージ事業へ参加 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

・糖尿病性腎症重症化予防事業 

埼玉県内では平成 26 年度から入間市を含め 19 市町が実施し、現在、52

市町が埼玉県共同事業を実施しています。それ以外の市町は、単独で実施し

ています。※ 埼玉モデルとして全国に展開されている事業です。  

 

 

計 5,492 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

10 

 

11 

12 

18 

 

01 

04 

01 

01 

01 

消耗品費 

印刷製本費 

通信運搬費 

委託料 

負担金 

506 

42 

44 

400 

4,500 

計 5,492 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 

  



234 

 

事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 健康管理課 

 

款 ５ 項 １ 目 ２ 疾病予防費 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 人間ドック等助成事業 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

４７，６０５千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

５１，８０５千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

 06 繰入金 事務費繰入金 5 

令和 6年度決算 
事業費総額 

４４，３８２千円 

根 拠 法 令 等 入間市国民健康保険条例 

入間市国民健康保険人間ドック等助成に関する要綱 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

３０歳以上７４歳以下の被保険者を対象に、健康の保持増進を図ることを目

的として人間ドックと脳ドックを受検した者に対し、その受検料の一部を助成

するための費用です。 

助成額は 28,000円（それぞれ年度内 1回を限度）です。 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

所沢市、飯能市など全国の多くの国民健康保険保険者が助成金を交付してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

計 5 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

10 

18 

 

 

 

 

01 

02 

消耗品費 

補助及び交付金 

5 

47,600 

計 47,605 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 

  



235 

 

事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 健康管理課 

 

款 ５ 項 ２ 目 １ 特定健康診査等事業費 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし  

 

 

事 業 名 特定健康診査事業 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

１０３，６２５千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

１０７，９８９千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

 04 

06 

県支出金 

繰入金 

特別交付金 

事務費繰入金 

28,689 

4,471 
令和 6年度決算 
事業費総額 

８９，３８３千円 

根 拠 法 令 等 高齢者の医療の確保に関する法律、入間市国民健康

保険条例 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

４０歳以上７４歳以下の被保険者を対象に、生活習慣病を中心とした疾病予

防と医療費の増加抑制を目的に実施する特定健康診査に係る費用です。 

 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

全国の各市町村が国民健康保険の保険者であり、同様に事業を実施していま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 33,160 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

08 

 

10 

 

11 

12 

13 

18 

02 

03 

01 

04 

01 

01 

06 

01 

普通旅費 

特別旅費 

消耗品費 

印刷製本費 

通信運搬費 

委託料 

その他使用料 

負担金 

6 

14 

456 

262 

4,318 

3,552 

9 

95,008 

計 103,625 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし 

  



236 

 

事業概要調書 

【国民健康保険特別会計】        健康推進部 地域保健課 

 

款 ５ 項 ２ 目 １ 特定健康診査等事業費 新規・継続  ③市民参加の実施の有無とその内容 

 なし 

 

 

事 業 名 特定保健指導事業 

令和 8年度当初予算 
事業費総額 

１，９０１千円 

令和 7年度当初予算 
事業費総額 

１，９００千円  

 

 

④

事

業

費

及

び

財

源

等 

 

 

歳 

 

入 

款 款 名 称 細 節 名 称 予算額（千円） 

令和 7年度補正後予算 
事業費総額（12月末現在） 

 04 

06 

県支出金 

繰入金 

特別交付金 

事務費繰入金 

1,040 

215 
令和 6年度決算 
事業費総額 

１，２７０千円 

根 拠 法 令 等 入間市国民健康保険条例 

①事業の概要（事業の目的・効果、提案に至った経緯、理由等） 

４０歳から７４歳の被保険者を対象に、生活習慣病を中心とした疾病予防と

医療費の増加抑制を目的として、特定健康診査の受診結果から、生活習慣の改

善が必要と判断された方に対し実施する特定保健指導に係る費用です。 

〇対象者：特定健診の受診者（入間市国保）のうち下表に該当する者 

腹 囲 
追加リスク 

④喫煙歴 
対 象 

①血糖②脂質③血圧 ４０－６４歳 ６５－７４歳 

≧８５ｃｍ（男性） 

≧９０ｃｍ（女性） 

２つ以上該当  
積極的支援  

動機付け支援 １つ該当 
あり 

なし  

上記以外で 

ＢＭＩ≧２５ 

３つ該当  
積極的支援  

 

動機付け支援 

２つ該当 
あり 

なし 
 

１つ該当  

※糖尿病、高血圧症または脂質異常症の治療に係る薬剤を服用している人を除く。 

②他自治体の類似する政策等（他の自治体の類似する政策等との比較検討） 

各市町村が国民健康保険の保険者として、事業を実施しています。 

 

 

 

計 1,255 

 

 

歳 

 

出 

節 細節 細 節 名 称 予算額（千円） 

07 

10 

 

11 

 

 

 

 

 

01 

01 

04 

01 

 

 

 

報償費 

消耗品費 

印刷製本費 

通信運搬費 

 

 

1,200 

266 

105 

330 

 

計 1,901 

⑤その他（その他必要事項及び添付資料） 

 なし  


